
 

 

 

 

【四万十市産業振興計画５年間の取組みについて】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31年度（令和元年度） 
第１回四万十市産業振興計画フォローアップ委員会 

■５年間の取組み概要 

農業分野（P.1）  林業分野（P.2）  水産分野（P.3） 

商工業分野（P.4） 観光分野（P.5） 

■産業分野別５年間の取組み（詳細版） 

農業分野（P.6～P.9）   林業分野（P.10～P.11）  水産分野（P.12～P.13） 

商工業分野（P.14～P.16） 観光分野（P.17～P.19） 
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戦略 主な取り組み（H27～H31) 取組み効果及び課題等 新たな取り組み等 主な指標 

①
産
地
と
し
て
の
維
持
・
強
化 

【施策１】戦略品目の生産拡大 
●ぶしゅかん産地化推進事業の実施（苗木、鳥獣害対策の支援等） 

○ぶしゅかん生産者組合設立、栽培マニュアル作成、栽培管理の徹底 

★栗活性化プロジェクト事業、栗暮 project等実施 

（苗木新植、縮間伐等の支援、平場転換の推進等） 

○新規品目「わさび」の栽培実験 

○米ナスの産地強化（産地提案書、移動式雨よけ栽培等） 

【施策２】生産性の高い栽培技術の導入 
○環境制御装置の導入を推進（H27-H30：20戸） 

○園芸用ハウス整備を支援（H27-H30：14件） 

○農業経営発展のための農業経営塾の開催 

【施策３】集落営農の推進 
○集落営農の組織化（H26:20 組織⇒H30:31組織） 

○集落営農組織の法人化（H26:２法人⇒H30:４法人） 

【施策４】生産・出荷支援システムの構築 
◆ぶしゅかんの搾汁・加工施設を整備 

○集出荷体制の支援と自主運営（５組織） 

○無料職業紹介所を幡東エリアに開設 

戦略品目のぶしゅかん、栗及び四万十農

法米の生産等を推進し、天候などの影響

により上下するものの生産量は上昇傾

向にある。また、農業者支援、生産性の

向上、営農組織の設立・強化、生産シス

テムの構築などの取り組みにより、農業

算出額が増加している。 

【課題】 

・人口減少による担い手の確保や労働力

確保、農作業の省力化 

・集落営農の組織の強化（広域連携） 

・収益を高めるための高付加価値化（ブ

ランド化）と情報発信（認知度向上） 

など 

【施策１】 

□拡ぶしゅかんの産地づくり【農AP１】 

・産地化計画の策定 

・定植後の圃場管理体制整備 

□拡栗暮projectの推進【農AP３】 

○新米ナスの振興【農AP４】 

○新新規品目「わさび」の栽培実用化に

向けた取組み【農AP５】 

【施策２】 

□拡先端技術を活用した園芸施設や園芸

システム等の普及促進【農AP８】 

【施策３】 

□拡 集落営農組織の広域連携化の推進

【農AP９】 

【施策３】 

○新地域内農業者の共同生産体制の構築

【農AP13】 

 

②
地
元
農
畜
産
物
の
利
用
・ 販

売
促
進 

【施策１】農畜産物の利用促進 
○学校給食への市内農産物供給の取組み 

○道の駅「よって西土佐」整備（Ｈ30 売上 199,712 千円、入込客 186,924

人(テナント含む)） 

★道の駅よって西土佐で栽培講習会、フェア等を実施し地元消費拡大 

【施策２】ブランド化の確立と販売促進 
●既存商品の磨き上げ、販促資材作製等（市産振補助金など） 

●県外商談会や催事等で、消費者へのＰＲなど販促活動を実施（地方創

生推進交付金など） 

【施策３】有機農業の推進 
○有機農業等総合支援事業の実施（たい肥の購入補助） 

直販所機能を有した道の駅整備や地元

消費拡大フェア、戦略品目を中心とする

ブランド化の取り組みなどにより、農水

産物等直販所の販売額は年々増加して

いる。学校給食への農産物利用促進は、

供給体制や受入れ基準などの問題から

伸び悩んでいる。 

【課題】 

・地元農産物のブランド化と市内外の認

知度の向上 

・公共施設等への農産物の供給体制整備 

など 

【施策１】 

□拡直販機能の強化【農AP15】 

 

【施策２】 

○新新食肉ｾﾝﾀｰ整備に伴う養豚場の整備

促進 など【農AP16】 

□拡しまんとﾘﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実施

【農AP17ほか】 

③
担
い
手
の
確
保
育
成 

【施策１】新規就農者の確保・育成 
○農業次世代人材投資事業の実施 
○新規就農者等支援チーム（県、ＪＡ、市）による就農の包括的支援 

○空き農地、空きハウスを関係機関が連携して農業者に斡旋 

○移住相談フェア等でＩＵターンの新規就農者を誘致 

【施策２】認定農業者の育成 
○県、ＪＡ、市で認定農業者のフォローアップ 

○栽培技術や農業経営に関する研修を実施（認定農業者連絡協議会） 

○認定農業者数（H25:127人⇒H30:139 人） 

【施策３】集落営農の推進（再掲：戦略１に記載） 

国の農業研修事業や県とＪＡ、市による

連携した農業者へのフォローアップに

より、毎年３名程度の研修生を受け入

れ、認定農業者や集落営農組織も増加し

ている。 

【課題】 

・就農（研修）については多様なニーズ

に対応していく必要がある 

・就農時の農地確保 

・認定農業者の高齢化    など 

【施策１】 

□継新規就農者の研修支援【農AP20】 

・産地提案書の策定（中村地域） 

 

【施策２】 

□継認定農業者等の 

フォローアップ 

の強化【農AP24】 

④
農
地
の
利
用
促
進 

【施策１】農地の利用調整 
○農地中間管理機構を活用した農地集積 

H27～H30累計面積 452,445.74㎡ 

うち集落営農組織 273,729.74 ㎡ 

○ほ場整備を実施 

（入田地区、三里地区、利岡地区） 

【施策２】耕作放棄地対策 
○中山間地域直接支払制度の実施（H30 協定面積:518.9ha） 

○多面的機能支払制度の実施（H30協定面積:1,487.8ha） 

○遊休農地へぶしゅかん、栗の苗木を新植 

農家戸数が減少し、耕地面積は減少して

いるが、中山間直払制度等の協定面積を

確保し耕作放棄地を未然に防いでいる。

また、計画的に圃場整備を進め、整備面

積は目標を超えている。 

【課題】 

・農地を利用保全する上で、農業者の高

齢化と後継者不足      など 

【施策１】 

□拡人・農地プランの実質化【農AP25】 

□継基盤整備の推進【農AP26】 

 

【施策２】 

□継耕作放棄地の発生防止対策 

・中山間地域直接支払制度、多面的機

能支払制度の実施 

１ 農業分野  
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戦略 主な取り組み（H27～H31) 取組み効果及び課題等 新たな取り組み等 主な指標 

①
四
万
十
の
山
づ
く
り 

【施策１】長期的視点に立った産地づくり 
○林業事業体による森林経営計画の作成や提案型集約化施業（森の工

場）による計画的な森林管理・経営の実施（H30工場認定面積:3,100ha） 

○四万十ヒノキブランド化協議会を通じたヒノキ産地の情報発信 

○四万十ヒノキの家やフェア等でのＰＲ活動 

【施策２】長伐期施業の推進 
○市有林で長伐期施業を実践 

○長伐期施業の講習会の実施 

【施策３】適切な皆伐、間伐による原木生産の拡大 
○市有林で搬出間伐、再造林、防護ネット設置事業を実施 

○高性能林業機械の購入及び機械レンタルの支援（県原木増産推進事

業） 

○提案型集約化施業（森の工場）の推進や各種支援事業の実施 

【施策４】林業事業体や担い手の確保、育成 
○林業事業体での新規雇用や新就業者研修への参加（緑の雇用） 

○林業技術者研修、安全講習の開催 

提案型集約化施業の推進や高性能林業機

械の導入、搬出間伐などに取り組みによ

り、原木生産量が増加傾向で目標値を超え

ている。また、国の緑の雇用制度を活用す

るなど林業就業者は増加傾向にある。 

その他、四万十ヒノキブランド化協議会を

中心としたヒノキのブランド化や長伐期

施業の推進、自伐林家への支援なども継続

的に取り組んでいるが、ヒノキ産地や長伐

期施業、木材・木工製品の生産強化等には

弱みがある。 

【課題】 

・森林蓄積量に応じた原木生産の拡大 

・林業担い手の確保 

・長伐期施業の啓発と普及 など 

【施策１】 

□拡森林資源の現状把握とデータ管理の

徹底【林AP２】※森林環境譲与税関連 

□拡未整備林の整備促進【林AP３】 
※森林環境譲与税関連 

 

【施策３】 

□継森林の特性に応じた皆伐、間伐の実

践【林AP６】 

 

【施策４】 

□拡林業事業体、林業技術者の育成【林

AP９】※森林環境譲与税関連 

 

②
供
給
体
制
の
強
化 

【施策１】加工事業体の生産力等強化 
○フェア等での加工品のＰＲ 

○四万十ヒノキブランド化推進協議会での連携 

やＰＲ等 

（のぼり旗･コースターでのＰＲ､四万十ヒノキ 

の定義･品質管理目標設定､協議会独自の補助 

制度創設など） 

【施策２】供給体制の効率化 
○幡多流域林業活性化センターでの協議 

四万十ヒノキブランド化協議会等で取組

みを行っているが、木材等の販路拡大まで

は至っていない。 

供給体制強化は、業界内の調整が難しく、

木材流通ネットワークの構築やハード整

備には至っていない。 

【課題】 

・木材の需要拡大及び供給・流通体制の

確立            など 

【施策２】 

□継木材流通における事業者間の連携強

化【林AP13】 

③
市
産
材
の
利
用
促
進
と
販
売
力
の
強
化 

【施策１】市産材の利用促進 
○公共建築物に率先して市産材等を使用 

（H27-H30:16施設 782 ㎡） 

○木造住宅建築に市産材使用の支援 

（H27-H30市産材利用促進事業:109 件） 

○フェア等での加工品のＰＲ 

【施策２】木質バイオマス利用促進 
○林地残材の搬出促進（バイオマス証明書の発行） 

【施策３】四万十ヒノキブランドの確立と販売力の強化 
○四万十ヒノキブランド化推進協議会での取り組み 

・連携やＰＲ等（戦略②） 

・製品取扱い登録企業の募集（H31.3:14 社） 

・強度・含水率等の品質試験の実施 

公共建築物や住宅建築時の市産材使用の

補助事業等で市産材の利用促進が図られ

ている。販売力強化等は、四万十ヒノキブ

ランド協議会で取り組んでいるが、知名度

向上には至っていない。木質バイオマスボ

イラーの普及は、林地残材搬出経費や原油

価格の安定によりコスト高であることな

どから促進が困難な状態。 

【課題】 

・市産材利用の啓発・情報発信の強化 

・住宅建築時の市産材使用の拡大（市産材

利用促進事業の内容精査） 

・ブランド化推進のための関係団体ネット

ワークの構築         など 

【施策１】 

□継木造住宅建築への支援【林AP14】 

□拡しまんとﾘﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実施

【林AP15】 

 

【施策３】 

□継四万十ヒノキのブランド化の推進 

④
健
全
な
森
づ
く
り 

【施策１】人と鳥獣の良好・適正な環境づくり 
○新規狩猟者講習費補助（H27～H30 合計 53名） 

○鳥獣害対策：防護ネット、柵の設置、 

有害鳥獣捕獲奨励金 

【施策２】森のものの活用 
○しいたけ原木購入補助（H27～H29） 

鳥獣害対策として、有害鳥獣捕獲奨励金制

度や防護ネット、防護柵設置の支援などを

実施。有害鳥獣の捕獲頭数は減少している

が、生息数の把握が難しく、本年度県によ

る生息数調査が実施され検証する予定。 

特用林産物は、生産者の高齢化・減少に伴

い生産量は減少傾向。 

【課題】 

・狩猟者の高齢化と新規狩猟者確保 

・特用林産物生産者の高齢化と特用林産物

活用の啓発          など 

【施策２】 

□継特用林産物の生産活動への支援とPR

【林AP23】 

・しいたけの原木購入支援等 

・特用林産物を活用した新商品開

発、販売 

２ 林業分野  
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戦略 主な取り組み（H27～H31) 取組み効果及び課題等 新たな取り組み等 主な指標 

①
水
産
資
源
の
回
復
・
生
産
量
Ｕ
Ｐ 

【施策１】天然水産資源の回復、増殖 
★アユやスジアオノリの資源量減少の調査・研究（高知大学連携事業） 

○スジアオノリ漁場整備（下流漁協）、アユ産卵場整備（四万十川漁連） 

○イセエビ漁場整備（４年に１回、下田漁協） 

【施策２】栽培漁業の推進 
★スジアオノリ自然栽培（養殖）推進事業（高知大学連携事業） 

○各種苗放流の実施（アユ、ウナギ、ツガニ、アメゴ、ヒラメ） 

○スジアオノリの生産工程マニュアル作成・品質管理の徹底（下流漁協） 

【施策３】地域に根差した資源管理の仕組みづくり 
○えび類の採捕禁止期間の設定 

（９月～３月：県内水面漁場管理委員会） 

○禁漁期間等の周知啓発 

【施策４】担い手の確保・育成 

○具体的取り組みなし 

高知大学と連携し始めてスジアオノリの

自然栽培に取り組んだが、河川環境などの

影響で安定的な収穫に至っていない。 

資源量減少の研究、漁場整備、種苗放流な

どを継続的に実施しているが資源の回復

等には至っていないものの、新しい取り組

みとしてＨ30年から県と連携し、えび類の

禁漁期間を設定している。 

担い手確保は、内水面漁業には国などの支

援メニューが無いことなどから具体的な

取り組みが出来ていない。 

【課題】 

・資源回復には自然環境の影響が大きいこ

となどから原因の特定や対策が難しい 

・内水・海面漁業の担い手の確保育成対策        

など 

【施策１】 

□継漁場環境、資源量等の調査・研究及び

保全整備の支援など【水 AP１､２ ほ

か】 

 

【施策２】 

□継栽培漁業の推進 

・種苗放流､アオサ､スジアオノリな

ど【水 AP３､４､５】 

 

【施策４】 

□継新規就業者のための研修・フォロー

アップ【水 AP８】 

 

②
水
産
物
の
加
工
、
販
売
促
進 

【施策１】水産物の高付加価値化の推進 
○未利用資源の活用、販売（ナマズ、スッポン） 

○新商品開発 

・「鮎のコンフィ」（クラウドファンディング） 

・鮎の燻製、鮎の姿寿司、ツガニ塩、青さ塩など（H27-30で 12品） 

○既存商品を真空パック個別冷凍販売（ツガニ、スッポンなど） 

○四万十天然鮎を活魚で出荷（築地、豊洲市場） 

【施策２】販売力の強化と販路拡大 
○地産地消・地産外商活動（北の恵み食べマルシェ、ふるさとまつり、

枚方物産展、うまいもの商店街、産業祭など） 

○あゆ市場に地域おこし協力隊を 

１名配置（H29.11～） 

○四万十鮎ブランド化の取組み開始 

（四万十川漁業振興協議会） 

【施策３】魚食文化の磨き上げと発信 
○グルメイベント等での商品販売・ＰＲ 

（施策２に記載） 

★食のパンフレット（四万十の恵み）を作成 

道の駅よって西土佐や鮎市場などが中心

になり、新商品の開発や地元消費フェア、

外商活動などに積極的に取り組んでいる。 

また、四万十川漁業振興協議会で四万十川

流域での四万十鮎のブランド化の取組み

が始まっている。 

【課題】 

・水産資源の安定的な確保 

・四万十鮎のブランド化の確立と販路拡大 

・魚食文化の効果的な情報発信 

など 

【施策２】 

□継四万十鮎ブランド化推進【水 AP12】 

 

【施策３】 

□拡しまんとﾘﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実施

【水 AP12､13】 

③
水
産
資
源
を
活
用
し
た
交
流
の
拡
大 

 
【施策１】体験交流の推進 

○体験教室、川漁体験学習、種苗放流体験等の開催（四万十の日実行委

員会、四万十川中央漁協、四万十川漁業振興協議会など） 

○川遊びガイド下流版（渡川水系水難事故防止連絡会）を作成 

○川降りマップ、沈下橋マップ（市作成、西土佐地域）を観光施

設等で配布 

◆体験商品造成、磨き上げ 
・川漁師体験（投網、釣り、はえ縄、柴漬け、石ぐろ、櫓漕ぎ体験な

ど） 

・西土佐火振り漁体験（火振り漁、地元料理） 

 

四万十川中央漁協などの協力により、幼稚

園、小・中学校などでの漁業体験や種苗放

流体験がなどが積極的に行われ、川に触れ

ることの少なくなった子供たちに水産業

への関心や環境などへの意識向上が図ら

れている。 

また、水産業を視点とした体験メニューの

開発などが行われている。 

【課題】 

・観光と連携した体験商品づくりと持続的

な取り組み 

・水産、観光、環境、教育など分野を超え

た連携 

など 

 

【施策１】 

□継漁業体験メニューの開発【水 AP15】 

□継体験教室等の開催【水 AP16】 

３ 水産業分野  
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戦略 主な取り組み（H27～H31) 取組み効果及び課題等 新たな取り組み等 主な指標 

①
顧
客
に
選
ば
れ
る
商
工
業
の
振
興 

【施策１】地域資源を活かした商品開発 
■人材育成や商品開発研修等実施(地域商品研究会､西土佐商工会など) 

■商品開発ワークショップの開催（道の駅よって西土佐） 

○地元販売フェア等（公家行列、土曜夜市、産業祭、うまいもの商店街、

道の駅フェアなど） 

●都市圏の大規模商談会、物産展への出展及び外商活動 

・ｸﾞﾙﾒ&ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｽﾀｲﾙｼｮｰ、ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄﾄﾚｰﾄﾞｼｮｰなど 

・全国交流物産展、枚方物産展、北の恵み食べマルシェ、ふるさとま

つり、松山大街道、幡多フェアなど 

★幡多広域地産外商推進協議会を設立し外商活動を展開 

【施策２】四万十の“食”文化の磨き上げと発信 
★食文化磨き上げ研究会を設立 

★食に関するパンフレットを作成しＰＲ（四万十の食、四万十の恵み） 

◆飲食店でのメニュー多言語化（H30～） 

●食のイベント等開催（道の駅フェア、花紀行、ぶしゅかん解禁祭など） 

●商談会・物産展等で食のＰＲ（施策１） 

【施策３】地震防災対策における建設事業の推進 
○施設の長寿命化・南海地震対策関連の建設事業を実施 

○住宅耐震改修等促進事業の実施 

道の駅整備や市産業振興補助金、地方創生

事業等の活用により新商品開発、地元消費

拡大フェア、外商活動や食の発信が積極的

に行われ、商業年間商品販売額及び食料品

を中心に市内製造品出荷額等は上昇傾向

で推移している。 

また、地震防災対策における建設事業の推

進が図られ、窯業・土石の製造品出荷額が

上昇傾向となり、施設の耐震化や住宅の耐

震化等も進んでいる。 

 

【課題】 

・継続した商談活動等による販路の確保 

・“食”を活かした観光に連動した販促や情

報発信の強化継続 

・加工食品の衛生管理（HACCP 対応）、食品

表示の適正化などへの対応 

・建設業界の労働力不足 

など 

【施策１】 

□継地元消費拡大フェアの開催【商AP４】 

□拡しまんとﾘﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実施

【商AP８､18】 

□継新食肉センターの整備・新食肉セン

ターを核とした地域産業の振興【商

AP２】 

 

【施策２】 

○新県外事業者等の拠点を活用した外商

活動【商AP８】 

 

【施策３】 

□継施設の長寿命化・南海地震対策の強

化による建設事業の確保 

 

②
中
心
市
街
地
・
商
店
街
等
の
活
性
化 

【施策１】中心市街地、商店街の魅力・賑わいづくり 
■土豫銀行跡地のにぎわい拠点づくり事業 

・H29 基本設計 H30、実施設計、R1 施設整備（四万十にぎわい㈱） 

○中心市街地でのイベント開催（公家行列、市民祭、よさこい四万十、

一條大祭、産業祭、土曜夜市など） 

○商店街の活性化 

◆まちあそび人生ゲームの開催（四万十玉姫の会） 

・空き店舗の改修、チャレンジショップ事業への支援 

・フィギュア展、はたのう市場、おかみさんまつり等開催 

・中心商店街活性化協議会設立 

【施策２】創業や経営革新への支援強化 
○経営改善普及事業の実施（中村商工会議所、西土佐商工会、市） 

○導入促進基本計画の策定（生産性特別措置法） 

・先端設備等導入計画を 12 件認定（H30～R1.8.30） 

○チャレンジショップ事業の実施 

土豫銀行跡地の拠点づくりが着実に進行

している。併せて商店街の活性化対策とし

て、既存の公家行列などを実施しながら、

「まちあそび人生ゲーム」や「フィギア

展」、「はたのう市場」など新しい取組みが

行われ、商店街での歩行者通行量が増加傾

向である。 

また、空き店舗対策やチャレンジショップ

事業、商工会議所と商工会を中心に経営の

トータルサポートなど事業者や経営者の

ための取組みも継続的に実施されている。 

 

【課題】 

・拠点施設への集客と中心市街地（中心商

店街）への流動化 

・空き店舗の活用や事業承継   など 

 

 

【施策１】 

□拡新たな拠点（旧土豫銀行跡地）による

情報発信強化と賑わいの創出【商

AP10】 

□継イベント開催等活性化の仕組みづく

り【商AP12】 

□継空き店舗対策【商AP13】 

 

【施策２】 

□継 経営指導などサポート体制の強化

【商AP14】 

③
中
山
間
地
域
の
商
業
機

能
の
確
保 

【施策１】小さな(田舎)ビジネスの推進 
★地域商社｢㈱西土佐ふるさと市｣を核とした地域創造事業（道の駅拠

点） 

・毎月地元食材フェアの開催、松山大街道等への外商活動 

・栽培講習会、新商品開発、集出荷事業 

・旭川市やイタリアのワイナリーと交流・連携 

○集落グループ等の地元商品開発や外商活動など（みやの里、中組絆の

会、四万十のしずく生産組合など） 

○地域おこし協力隊の配置（富山、大川筋・後川、須﨑、奥屋内、大宮

地区） 

道の駅が整備され、農産物生産の支援、

新商品開発、地元販売や外商活動などが

行われ、レジ通過者数や販売額は目標を

上回っている。また、地域おこし協力隊

の配置や富山地域での懇談会など、中山

間地域の振興を継続的に実施している。 

【課題】 

・道の駅を中心とした集客力の維持拡大 

・中山間地域の高齢化・過疎化による経

済活動の低下         など 

【施策１】 

□拡道の駅よって西土佐機能拡充（ﾘﾊﾞｰ

ﾍﾞｷｭｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄなど）【商AP18】 

○新 四万十牛を核とした産業振興【商

AP18】 

④
企
業
誘
致 

【施策１】情報通信関連産業の誘致促進 
○企業誘致対策 

・企業訪問、県と連携したリサーチ、遊休公共施設の調査など 

○HTC 四万十センター㈱創業（H26～、旧田野川小学校） 

★コールセンター等立地促進事業（H27～） 

○北川村ゆず王国四万十加工場創業（H27～、西土佐西ヶ方） 

○シェアオフィス等企業立地促進事業（R1～） 

○デジタルオペレーションセンター四万十創業予定（R2.1～） 

県と連携してリサーチや企業訪問を実施

し、２社の企業誘致に成功。 

 

【課題】 

・企業側のニーズと本市の求める企業像を

明確にした誘致活動      など 

【施策１】 

□継誘致に向けたリサーチ【商AP19】 

□継 県と連動した誘致活動の推進【商

AP20】 

４ 商工業分野  
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商店街歩行者通行量（平日）

東下町 天神橋 一条通 京町 大橋通 栄町
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戦略 主な取り組み（H27～H31) 取組み効果及び課題等 新たな取り組み等 主な指標 

①
滞
在
型
の
観
光
地
づ
く
り 

【施策１】地域の観光資源、ﾌｨｰﾙﾄﾞを活かした滞在型の観光商品づくり 
○観光ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾘｻｰﾁの実施（観光動向、外国人ｱﾝｹｰﾄ調査:観光協会） 

○県外旅行業者、学校等へ誘致活動（ニーズ調査） 

○れんけいこうち広域都市圏観光客動態調査 

●観光商品造成、販売（KIMONOLOILOI、宿泊セットプランなど） 

○宿泊特典共通割引券、スタンプラリー実施（市観光協会、旅館組合） 

【施策２】広域連携による周遊観光の推進 

○リョーマの休日、高知家の食卓、志国高知幕末維新博との連動 

★四万十・足摺エリア版 DMO による広域観光推進連携事業（H28～） 

・はた旅体験商品を造成し、広域での観光誘客 

○四万十川流域市町村観光推進連絡会、四国西南地域観光連絡協議会な

どで連携し観光パンフの作成や情報発信を実施 

観光動向調査等を実施しながら観光商品

の造成、県や幡多広域と連携した観光商品

の造成、観光情報の発信やＰＲ活動を実施

しているが、市内宿泊者数なでは減少傾向

で、周遊型、滞在型の観光を更に強化して

いく必要がある。 

【課題】 

・ニーズにあった周遊型、滞在型観光の仕

組みづくり 

・昼食に地元料理を提供できる店舗の拡大 

・閑散期（冬季）の対策      など 

【施策１】 

□継観光リサーチ、観光商品の磨き上げ

【観AP１､２】 

○新自然体験型の観光と歴史や文化、食

とが一体となった観光ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの造

成・発信・販売【観AP４】 

 

【施策２】 

□継広域連携による周遊観光の推進【観

AP５】 

 

②
観
光
商
品
の
外
商
の
推
進 

【施策１】観光商品のセールス及び情報発信の強化 
■シティプロモーションの展開（キャッチコピー、ロゴマーク、リピー

ターバッジ、エコバッグなど） 

○観光客誘致宣伝活動 

・国内外の商談会等に出展 

・旅行エージェント訪問（教育旅行、スポーツ合宿） 

★観光 PVの作成（H27、H28、H29） 

○観光パンフ、PV等で多様な媒体 

（SNS、動画サイト、タウン誌など）で情報発信 

○観光大使の設置（H30末時点：16 名） 

★四万十・足摺エリア版 DMO による広域観光推進連携事業（H28～） 

・教育旅行、スポーツツーリズム、一般旅行、国際観光の強化 

・商談会、旅行会社訪問、視察受入 

国内外での商談や、観光パンフレットやプ

ロモーションビデオなど多様な媒体を活

用したＰＲ活動を実施。また、地方創生推

進交付金を活用し、幡多広域のＤＭＯによ

る広域でのセールスや情報発信を強化し

観光協会のホームページアクセス数は伸

びているが、観光入込客数等の増加には繋

がっていない。 

【課題】 

・自然体験型観光が多いため雨天や河川増

水時の対応 

・観光商品のターゲット、テーマ、旅行形

態等の明確化         など 

【施策１】 

□継観光商品のセールス強化【観AP６】 

□継ターゲットに合わせたプロモーショ

ンの展開【観AP７】 

□拡しまんとﾘﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実施

【観AP７】 

③
お
も
て
な
し
の
向
上 

【施策１】おもてなし環境の整備 
●公共施設、宿泊施設の Wi-Fi整備 

★四万十サイクルロード整備（H28～） 

★ホテル星羅四万十、かわらっこバンガロー、 

スケートボード場整備 

○観光案内看板設置及び多言語化 

○自然体験型観光資源強化事業（R1） 

・四万十ひろばオートキャンプ場整備 

○二次交通の強化（GW、夏・春休み、土日祝日） 

・四万十川バス、しまんとトロリーバス、しまんと・あしずり号 

○インバウンド対応（案内看板、ガイドブック、HP等の多言語化） 

【施策２】おもてなしサービスの充実 
○地域おこし企業人交流プログラム（ANA総合研究所） 

○おもてなし接遇研修の開催 

○ボランティア活動の推進（入田ヤナギ林、トンボ自然公園の整備など） 

国の地方創生事業などを活用した観光施

設整備や WiFi 整備、２次交通の充実、観

光案内板の整備やインバウンド対策など

を実施したが、観光施設等の利用者増にま

では繋がっていない。 

サービスの充実では、地域おこし企業人交

流プログラムを活用した接遇研修やボラ

ンティアによる観光地整備などに取り組

んでいる。 

【課題】 

・二次交通を利用した観光施設や宿泊施設

への誘導 

・リピートにつながるサービス等の提供 

・地域の魅力が伝えられる市民の増加 

など 

【施策１】 

□継四万十ひろば（カヌー館）のオートキ

ャンプ場化【観AP８】 

□継観光案内機能の充実【観AP10】 

・観光窓口、案内看板、多言語化 

 

【施策２】 

□継おもてなし感が感じられる仕組みづ

くり【観AP12】 

④
組
織
力
の
強
化
と
リ
ー
ダ
ー

の
発
掘
・
育
成 

【施策１】観光関連事業者のスキルアップ 
○旅行業取得職員の配置 

（Ｈ27～幡多広域観光協議会、Ｈ31～四万十市観光協会） 

○日本版ＤＭＯに幡多広域観光協議会が登録（H31:地域連携ＤＭＯ） 

【施策２】観光人材の育成、確保 
○おもてなし接遇研修、観光ガイド養成講座等の開催 

○体験型観光受入研究会スキルアップ研修 

○インバウンド対応（英会話教室、外国人観光客受入研修会など） 

○市内小中学校の職場体験、観光学習の実施 

観光協会や幡多広域観光協議会の組織力

強化や観光ガイド養成講座などで観光人

材育成やレベルアップが定図られている

が地域での観光人材は依然不足している。 

市内小中学校の職場体験や観光学習を受

入れ将来の観光の担い手につながる取組

みも実施している。 

【課題】 

・市、観光協会、幡多広域が役割を意識し

たそれぞれのスキルアップ 

・観光人材、組織力の不足    など 

【施策１】 

□継観光関連組織の役割分担と組織力の

強化【観AP８】 

 

【施策２】 

□継地域観光リーダー、将来の担い手の

育成等【観AP15､16】 

５ 観光分野  
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1,173,511人
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入込客数等推移

観光入込客数 市内宿泊者数 公設観光施設等
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外国人観光入込客数等

二次交通利用者数 外国人観光入込客数
市観光協会HPｱｸｾｽ数
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31,556円

33,389円
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28,869円
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四万十川 足摺岬 県内平均


